
 介護給付適正化に向けた取り組みについて【滋賀県近江八幡市】 

 概要 

近江八幡市では第９期近江八幡市総合介護計画にて、「自らが自立意識を持ち共に支えあい

ながら住み慣れた地域での生活を継続する」を基本理念として掲げ、そのもとに４つの基本目

標を定めている。介護給付適正化はこのうち基本目標４「介護保険をはじめとしたサービス基

盤の整備」に含まれ、４つの施策を提示している。今回はその中のケアプラン点検等の実施に

ついて紹介。 

 

 実施状況 

○ケアプラン点検の目的 

必要な情報が記載されているか、本人の容態的に適切なものとなっているかどうか等を確

認・検証し、介護支援専門員とともにケアプランの在り方について学ぶとともに、個々のケア

プランについても、より適切なものとなるよう助言等を行う。 

○点検方法 

＜令和４年度まで＞ 

対象条件：特異な傾向を示す者（限度額超過、長期間単一サービスのみ等） 

実施方法：対面形式で実施し、確認や指摘を行う 

→（課題）介護支援専門員：ケアプラン点検に対する拒否感が強くなる 

市職員：時間がかかり点検できる件数に限界がある  

⇒令和５年度より点検方法を大きく変更 

＜令和５年度～＞ 

対象条件：新規申請に基づく申請者 

→その後、点検件数の確保の点から介護度・年齢の対象幅を拡張し、各年度によっ 

て条件を変更している 

実施方法：対面から書類点検へと変更 

 →令和７年度：新規申請に基づく認定者を主とした抽出を行い、毎月１０件前後を抽出 

 

 効果 

・点検件数の増加へ繋げられている（今年度は昨年度の６８件以上となる予想） 

・点検件数の増加により、幅広い事例について確認を行うことができている 

 ・書き方の指導により、分かりやすいケアプランへの改善につながった 

・サービス内容の疑義を発見できる例もあった 
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